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中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会 (第 147回 )
議事次第

〆

平成 21年 11月 13日 (金 )
於 全国都市会館

議 題

○ 医療機関連携について

○ 入院医療における多職種共同の取組みについて

○ 感染症対策について

○ その他
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医療機関連携について

第 1 医療機能の分化と連携について

高齢化の進展、マンパワー、諸外国と比較して多い病床、長い平均在院

日数等の状況に鑑み、我が国においても医療機能の分化を進め、必要な機

能に必要な資源の集中的な投入をすることが必要と考えられる。医療機能

の分化が進んだ場合、同時にそれぞれの専門分化した医療機関同士の連

携を推進することも必要である。(参考資料 P2-4)

第2現 状と課題
1 大腿骨頸部骨折、脳卒中について、退院後も入院から継続したリハビリ

テーションや介護サービスの提供を行うことが重要である。(参 考資料

P5-7)

2病 院が機能分化を進める中で、退院調整部門の関わりが患者の適切な
療養環境の選択に重要な役割を占めている。(参考資料 P8-13)

3医 療機関同士の連携のためには、適切な診療情報の提供が重要である。
患者の情報の提供に当たつては、診療情報提供料で評価される部分と、

患者への実費請求となつている部分がある。(参考資料 P14)

第3現 行の診療報酬上の評価の概要
1 大腿骨頸部骨折に対して、あらかじめ作成した共通の診療計画に基づ

いた急性期の医療機関と亜急性期日回復期の医療機関の連携の評価を

行っている。平成 20年度には対象疾患に脳卒中を追加した。



B005-2地域連携診療計画管理料 (退院時)900点

B005-3地域連携診療計画退院時指導料 (退院時)600点

社会 医療診 療行 為別調査 (平成 20年 6月 審査分 )

届 出医療機 関数 (上段 :病 院数 /下段 :診 療所数 )

平成 19年 平成 20年

地域連携診療計画管理料
209 405

地域連 携診 療計画退院 時指導料
604

144

1,274

205

平成 20年平成 19年

実施件 数

1,133地域連携診 療 計画管理料

地域連 携診療 計画退院 時指導料

2療 養病棟、精神病棟等に入院する患者について、退院に向けた計画を
作成し、計画に沿つて退院した場合の評価を設けた。一般病棟に入院す

る高齢者についても同様の評価を行つた。

A238 退院調整加算       t新
1 退院 支援計画作 成加算 (入 院中 1回 )100点

2退 院 加算 (退院 時 1回 )

イ 療養病棟 入院基本料、結核病棟入院基本料等  100点

口 障害者施 設等 入院基本料等  300点

A241 後期高齢 者退院調整加算 (退院時 1回 )100点

届出医療機 関数

平成 20年

退院調整加算 2,613

後期高齢者退院調整加算 2,621
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社会 医療診療行為別調査 (平成 20年 6月 審査分 )

平成 20年

実施件数 算定件数

退 院 調

整加算

退院支援計画作成加算 4 255 4 260

退院

加算

療養病棟入院基本料、

結核病棟入院基本料等
2 884 2 884

障害者施設等入院基本料等
ワ
‘

，

″

ワ
ー
●
ろ

後期高齢者退院調整加算 4 801 4 807

3医 療機関同士が診療情報を共有することにより患者の療養に資すること
を評価している。退院時の情報提供について、円滑な地域移行を支援す

る観点から、退院の翌月までの情報提供を評価した。

電;靱謄ゝ氣ちなOTlしあ0点
社会医療診療行為別調査 (平成 20年 6月 審査分 )

平成 20年平成 19年

1 ,560,664 1,602,8631,739,4801,685,763診療情報提供料 (I)

88,709 89,96477,91475,807退院時添付加算



第4論 点
1 医療機関同士が大腿骨頸部骨折、脳卒中の診療計画を共有し、連携を

図る取組みについて、退院後のリハビリテーシヨンを担う医療機関や介護

サービスも含めた診療計画に基づき連携を行つた場合の診療報酬上の

評価をどう考えるか。(参考資料 P5-7)

2急 性期医療機関を中心に、患者がスムーズに適切な療養に移行するた
めの取組みについて、診療報酬上の評価をどう考えるか。(参 考資料

P8-13)

3診 療情報提供料について、医療機関同士が情報を共有することにより継
続的な医療を確保する観点から整理することについてどう考えるか (参考

資 料 P14)。



入院中患者における他医療機関からの

診療 目指導について

第 1 現状と課題
近年、医療機能の分化が進む中、専門分野に特化 した医療機関同士

の連携が重要となつている。その中には、患者が入院している医療機関

に他医療機関の医師が赴いて専門医療を提供する形態も含まれる(参考

資米斗P15)。

第2診 療報酬上の評価
1 入院中の患者に対 して診療上必要があると認める場合は、他の保険

医療機関の保険医の立合診療を、対診という形で受けることができ

る。この場合、対診を行つた医療機関の医師は往診料、基本診療料

等を算定することができる。

2在 宅へ移行する患者について、退院後の在宅療養を担う医師等が入院
中の保険医療機関に赴いて入院中の保険医療機関の医師等と共同して

指導を行つた場合を評価している。ハイリスクの妊産婦を紹介した医師が

紹介先の病院に赴き共同で指導を行つた場合を評価している。

B004 退院時共同指導料 1

1 在宅療養支援診療所  1,000点
2 1以 外         600点

B005 退院時共同指導料 2      300点

B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料 (I)500点

B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅱ )350点

C000 往診料 (対 診 も含む )600点

算定状況 (社 会医療診療行為別調査  各年 6月 審査分 )

平成 20年平成 19年

132,623239,020 249,913128,673



届 出医療機 関数 (上段 :病 院数 /下 段 :診療所数 )

平成 19年 平成 20年

ハイ リスク妊産婦 共同管理料 (I) 191

498

236

646

(Ⅱ ) 184

社会 医療診療行為別調査 (各年 6月 審査分 )

平成 20年平成 19年

退院時共同指導料 1

1,074

1,051
退院時共同指導料 2

ハイ リスク妊 産婦共 同管理

料 (I)

ハ イ リスク妊 産婦共同管 理

料 (Ⅱ )

3 他医療機関に勤務する医師が非常勤医師として当該医療機関で
診療を行 う場合については、報酬は給与として支払われる。

第 3 論点
入院中患者に対 して、他医療機関から診療

目指導に来る際の評価を

どのように考えるか (参考資料 P15)。



障害者施設等の機能分化の促進のための移行措置

第 1 障害者施設等の果たす役割
NICUの 空床確保は円滑な周産期医療の推進のために重要である。肢

体不自由児 (者 )施設等においても、小児救急を行う医療機関と連携
し、病状に応 じて適切に患者を受け入れることが必要とされる (参考

資料 P16,17)。

第 2 現状と課題
1 障害者施設入院基本料等を算定する病棟については、本来設けら
れた趣旨・目的に照らして対象となる疾患の見直しを行うと共に、

当該病棟に入院していた患者が療養病床に移行した場合について、

経過措置を設けたが、その期限が平成 22年 3月 31日 までとなつて

いる (参考資料 P18)。

第3 診療報酬上の評価の概要
肢体不自由児 (者 )、 重症心身障害児、筋ジス トロフィー患者、難病

患者等を対象とする病棟に対 し、障害者施設等入院基本料、特殊疾患

病棟入院料等を設定 している。本来設けられた趣旨・ 目的に照らして

対象となる疾患の見直 しを行うとともに、療養病床に転換 した場合の

経過措置を設けた。

A106 障害者施設等入院基本料
・肢体不 自由児施設、重症心身障害児施設及びこれ らに準ず る施設に係 る一般病

棟

・重度の障害者 (重 度の意識障害者を含む。)、 筋ジス トロフィー患者又は難病患

者等 を主 として入院 させる病棟

平成 20年度改定後

7対 1入院基本料 _1,555点
10対 1入院基本料 1,300点
13対 1入院基本料 1,092点
15対 1入院基本料 954点

[算定要件 ]

口 重度の肢体不自由児 (者 )(脳卒中の

後遺症患者及び認知症の患者を除 く。)、

脊椎損傷等の重度障害者 (脳卒中の後遺

症患者及び認知症の患者を除く。)、 三度

10対 1入院基本料 1,269点
13対 1入院基本料 1,092点
15対 1入院基本料 954点

[算定要件 ]

口 重度の肢体不自由児 (者 )、 脊椎損傷

等の重度障害者、重度の意識障害者、筋

ジス トロフィー患者、難病患者等を概ね

7割 以上入院させている病棟



A306 特殊疾患入院医療管理料 (1日 につき)   1,943点
筋ジス トロフィー患者又は難病患口重度の障害者 (重度の意識障害者を含む。)、

編    「 λ

ll偉

聾堪尋

養カ

ャ色ヌ

な患者を入院 させる病室者等であり、

A309 特殊疾患リ
1,943点1 特殊疾患病棟入院料 1

・当該病棟の入院患者の概ね 8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者 (脳 卒中の

筋ジス トロフイ後遺症患者及び認知症の患者 を除 く。)、 重度の意識障害者、

一患者 、又は難病患者である。

1,570点2 特殊疾患病棟入院料 2
・肢体不 自由児施設等である、あるいは、当該病棟の入院患者の概ね 8割以上

が重度の肢体不 自由児 (者 )等の重度の障害者である。

※対象者の見直 し、経過措置については上記入院料についても同様の措置 を行 つ

た。

の意識障害者、筋ジス トロフィー患者、

難病患者等を概ね 7割 以上入院 させて

いる病棟

[経過措置](療 養病床に移行 している

場合又は移行する場合 )

平成 20年 3月 31日 の時点で障害者
施設等入院基本料を算定する病棟に入

院する童度の肢体不自由児 (者 )等の患

者については、平成 22年 3月 31日 ま
での間に限り、医療区分 1に該当する患

者は医療区分 2、 医療区分 2に該当する

患者は医療区分3の患声そみなす

第 4 論点
1 障害者施設等が今後更に NICUを経た患者の受け皿となるなど、そ
の期待される役割を担 うため、その他の入院患者が長期療養にふさ

わしい病床に転院することに対する支援を目的に、前回改定時に設

けた経過措置について、どのように考えるか (参考資料 P16-18)。

〇



医療機関連携について

(参考資料)

医療機関連携に関する議論
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E 医療機関等の連携について
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慢性疾患の治療における連携
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出典 :任和子他、退院支援に看護の原点が見える、看護管理、19(12)、 1022-1030、 2009
宇都宮宏子編、病棟から始める退院支援・退院調整の実践実例、日本看護協会出版会、P12、 2009
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退院調整を行うことが重要

出典 :岡田美幸、退院調整実務者としての視点から、看護管理、1ョ 4)、 271-276、 206



急性期治療領域における退院調整の必要性

Ql.救急救命センターに専任の社会福
祉士は必要か(n:158)

Q2日 救急救命センターに専任の社会福祉
土のいるメリット(n:158)

Q■.N:CU長期入院児問題解決に

社会福祉士等は必要か(m58)

Q2.周産期部門に社会福祉士等がいるメ

転稽先、二餞発が

…

●●0生識 がに■腱 る

味回こある。ある 0とちらともいない●ない

10

出典 :日本医療社会事業協会調査(平成21年4月～7月 )

必要ない  ヽわからない

リツトは(n:58)

退院調 部門※の設置と職員配置状況

罰整輛誇習蟹ば預疑晋看葉艇漏蜻
一般病棟※※の
おける職員配灌

整部門に
(n=■ 575)

′́チ舟「
′
′ (n=740)

′   準7対1
1   {n=5)
ヽ
、    10対 1
｀

`n=1,029)館難 、

(n=256)

15'寸 1

(n=400)

特別入岬

(n=34)

74.3

tlFf´し
7.4

38.2

23.5

10,1

3.1

10.3

2.2

専任 (注 1)の職員を配置

<再掲>看護師とその他の職員※※※を専任で配置

重菫宣甦専任で配置     。
その他の職員※※を専任で配置

兼任 (注aの職員を配置

<再掲>看護師とその他の職員※※※を兼任で配置

EEmを兼任で配置

その他の職員※※を兼任で配置

無回答口不明

器漏警彗彗署響想詐
室等の一つの機能として退院調整を

※※一般病棟・特定機能病院 (一般病棟)・専門病院
※※※医療ソーシャルワーカー、事務職員など

○ 看

(注 1)診療報酬上の「専従」を意味する。
(注2)診療報酬上の「専任」を意味する。

出奥:2∞8年病院における看護職員受給状況等調査 日本看護協会

退院支援の体制が整備されている傾向がある。が手厚い施設ほど、
O複 数名の専従配置を行つている施設は約30%



7対1入院基本料算定医療機関における退院調整に関する部門の設置状況

5%

(N=413)

鳴退院調整部門に専従職員を配置して
いる医療機関 口退院調整部門を設置している医療機関 口退院調整部門を設置していない医療機関

専従職員として看護師を配置している医療機関

出典 :平成21年度検証部会調査

専従職員としてソーシャルワーカーを配置している医療機関

退院調整加算 (H20新設 )

鴫
鰯

退院支援計
画に基づき退
院。

退院加算(退院時1回 )

, 100点
′//´
″
三55蕉



診療情報提供料

診療情報提供料(I)(月 1回)元 0点

セカンドオピニオンを得ることを目的とした診療情報の提供

露煮1手係う対診の撃‐り扱い:,

出来高病棟に入院中の場合

OA病院(当該患者が入院中の医療機関):
入院基本料+診療行為に係る費用を算定

OB医療機関(対診を行う医師が所属する医療機関):
基本診療料+往診料等を算定可能
診療行為に係る費用は算定できない。
※A病院とB医療機関で合議のうえ精算

包括病棟 (特定入院料等の病棟又はDPC対象病院)に入院中の場合
OA病院(当該患者が入院中の医療機関):
入院料+当該特定入院料に含まれない診療行為の費用を算定

OB医療機関(対診を行う医師が所属する医療機関):
基本診療料+往診料等を算定可能
診療行為に係る費用は算定できない。
※A病院とB医療機関で合議のうえ精算

注2市 町村 (特別区を含む)
保健所

精神保健福祉センター

指定居宅介護支援事業者 _

地域包括支援センター

保健福祉サービスのため

健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプ

サービス、ホームケア促進事業、ショートスティ、デイサービス、日常生活

給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切
に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報

在宅患者訪問薬剤管理指導のため
注4障 害福祉施設 (精神のみ)
精神障害者施設

「入所している患者」の医療機関での診察に基づく情報の提供

注5介 護老人保健施設 入所等のため

注6老 人性認知症センター 認知症の鑑別診断、治療方針の選定等のため

○加算

加算の対象

退院月又はその翌月に保険医療機関、精神障害者施設、介護老人保健施設に対し「退院時情報
を添付」した場合

「ハイリスク妊産婦」を共同指導料(1)の医療機関から(I)の医療機関に紹介
「認知症の疑い」あり、専門医療機関での鑑別診断のため紹介

外来で「うつ病等の精神障害の疑い」あり、診断治療のため、他医精神科に紹介

診療情報提供料(I)(月 1回)500点



特殊疾患療養病棟・障害者施設等※について
※「障害者施設導入院基本料を算定する病棟」を指すこととする。

《本来の目的》
特殊疾患療養病棟 (特殊疾患入院医療管理料を算定する病室を含む)及び
障害者施設等は、重症心身障害、脊髄損傷、筋ジストロフィー及び難病等による
重度の障害のために医療を必要とする患者を対象とするものである。

《平成18年以降の流れ》
特殊疾患療養病棟 → 療養病床における特殊疾患療養病棟入院料は廃止。

また一般病床、精神病床についても平成20年 3月 31日
をもって廃止が予定されており、それを受けて総病床数

障害者施設等

が減少している。
→ 平成17年頃より病床数が急増している。

《平成20年度診療報酬改定について》
特殊疾患療養病棟や障害者施設等が設けられた本来の趣旨・目的に照らして
対象となる疾患を見直した上で、特殊疾患療養病棟については存続 (名称は特殊
疾患病棟と変更)することとした。
見直しの具体的な内容としては、「脊髄損傷等の重度の障害者」及び「重度の肢
体不自由児 (者 )」には脳卒中の後遺症及び認知症の患者を含めないこととする。
ただし、これらの疾患により重度意識障害を起こしている患者はこの限りでない。 16

障害者施設等・特殊疾患療養病棟の位置づけ(イメージ)

]□

基本料のほか、投薬・注射・検査・処置等を
出来高で算定

病態により移行

処置内容の変動・

病態変化とも大きい。
個人差も大きい。

処置内容や
病態の変動は
それほど大きくないが
医療の必要性は高い。
個人差はあまり

当該疾患の病

医療を必要とするが、
変動が小さく
比較的安定した

基本料に投薬・注射・検査・処置等が

包括される特殊疾患療姜病棟入院料



H20改定の具体的内容 (障害者施設等)
<～ 平成20年3月 <平成20年4月～>

鑑   萱萱lII
:

※)特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管  :
理料についても同様の対処を行つた。      !

障害者施設導入院基本料を算定する場合

重度の肢体不自由児 (者 )
等の重度障害者

重度の意識障害
ジストロフィー患者

・療養病床に転換した病棟において、平成20年 3月 31日時点
で入院していた対象患者については、医療区分1の患者につい
ては医療区分2、 医療区分2め患者については医療区分3とみ
なす。

○重度の肢体不自由児 (者 )
(脳卒中の後遺症患者及び
認知症の患者を除く)

(脳卒中の後遺症患者及び
認知症患者を除く)
○重度の意識障害
○筋ジストロフィー患者
○難病患者等

経過措置等 自者 が出義藉 廣 I=鰈廣十ふ■合

・平成20年3月 31日 時点で障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟に入院していた患者については、医療区分1の患者につ

いては医療区分2、 医療区分2の患者 については医療区分3と

みなす。
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入院医療における多職種共同の取組み

第 1 入院医療における多職種共同の取組み
急性期から慢性期までの様々な段階において、多職種がそれぞれの専門

性を活かし、チームで患者への治療や療養に関わる取組が進められている。

チーム医療による取組により、療養の質が上がることが指摘されている。(参

考資料 Pl,3,6,11,12115)

医師と医師以外の医療関係職種との役割分担を進める観点から、厚生労

働省に「チーム医療の推進に関する検討会」が設置され、そのあり方につい

て検討が進められている。

第2現 状と課題
緩和ケア、栄養管理、人工呼吸器管理等において、多職種からなるチー

ムによるカンフアレンスや回診が行われており、取組みが進んでいる。このよ

うな取組みにより、医療・療養の質の向上や合併症の減少などが指摘され

ている。(参考資料 P3-17)

第3現 行の診療報酬上の評価の概要
1.医師、看護師、薬剤師等の多職種からなる専従のチームが緩和ケアに

係る診療を行うことについて評価している。

A226-2緩 和ケア診療加算 (1日 につき) 300点

届 出医療機関数

平成 19年 平成 20年

緩和ケア診療加 算
ワ
ー
Ｏ
Ｏ

ワ
ー
Ｏ
Ｏ

(参 考)病院数 平成 19年 :8,986平 成 20年 :8,855

算定状況 (社会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 20年平成 19年

緩和ケア診療加 算 13,441



2.栄 養管理、リハビリテーシヨン等において、関係職種が共同して計画を
策定し、その計画に基づいた医学的管理を行うことを評価している。

第4論 え
多職種が関わるチームによるカンフアレンスや回診を行い、患者の治療・

療養に対応することについて、診療報酬上の評価をどのように考えるか。

(参考資料 Pl)

A233栄 養管理実施加算 (1日 につき)12点
H003-2リ ハビリテーシヨン総合計画評価料 (1月 に1回 )300点

届 出医療機 関数

平成 19年 平成 20年

栄養管理実施加算 8,337 8,449

(参考 )平成 20年  病院数 8,855 有床診療所数 H,594

算定状況 (社会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

28,083,835栄養管理実施加 算 1,602,06125,765,9851,541,582

168,142168,142 366,605リハ ビ リテ ー シ ョン総 合

計画評価料

1,976,333 28,851,319 1,996,766 29,693,809(参 考 )入院料 等計



入院医療における多職種共同
の取組み

(参考資料 )

内におけるチーム医療の全
～医師をはじめとした医療関係職種の関わり～

糖尿病合併症管理料
薬剤管理指導料 等

医療機器安全管理料
無菌製剤処理料 等

医師事務作業補助体制加算

′
,                                                                                           ｀

緩和ケア診療加算

′
′

栄養管理実施加算
リハビリテーション総合計画評
価料 等

1
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栄養サポートチームの活動

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本静脈経腸栄養学会・NSTプロジェク ト参加施設中のNS丁稼動施設数

の推移
東日高志 :Grand Rounds Nutriton Support TeameS⊃ _消化器の臨床 12o):125～ 133,2003
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NST業務の三本社

①NS丁回彫〉(ラウンド):回診前症例検討を含む腱本的にサテライトチームで対応困難な症例を対
象とす劉      サテライトチーム回診嗜症例検討会 :本回診の前に予備回診を行い問題症例
、      を抽出

② NST検討会 (ミーシ ング):施設全体の問題点や重症症例日問題症例の検討

③NST相談(コンサルテーション):主治医およびスタッフからの依頼に答える

I・
レ ~・  ‐ ▼ ~~" :            ―

― ―

①NSTチームミーティング:NSTの運営上の会議・情報交換・勉強会

②コラボレーションチームミー ング:他のチームとの連携
口連絡会議

③治療方針決定検討会:各診療科での検討会への参加  ④病院経営関連会議

地域活動・教育活動

①地域連携関連会ツ 医療連携情報交換会(地域一体型NS丁 )

②勉強会の開催:Metabdt Clubな ど

東日高志:Grand Rounds Nmltbn suppo● T―oST)・ 消化器の臨床 12t2):125～ 133,2∞ 9

入院時栄養評価 (入院時初期評価)

栄養状態良好例 問題症例抽出

入院中栄養障害 栄養状態二次評価

症例検討・栄養管理プランニング

栄養管理の

栄養状態の定期的評価 (再評価)

必要に応じたプランの修

患者out∞meおよび栄養管理法の評価

退院後の栄養管理法の指導

・――――――――――――――――――-11:|ロヨ[1ヨ1'日 EE三

管理栄養±
検査技師
管理栄養士・看護自

医師
看護師
薬剤師
管理栄養士

検査技師
リハビリスタッフ
医事課いタッフ

図2:NS丁活動のフローチャート        5
東口高志編 :NST活動のための栄養療法データブック.中山書店、東京、2008

ほか



-2005年度全国主要64施設集計 :100床あたり/日本静脈経腸栄養学会NSTプロジェクトニ

|な性新通
=|■
1輔 慢性期病床

稼働前 稼働後 差 稼働前 稼働後 差

中心静脈栄養症例数 913 707 -206 54.5 48.7 -5.8

経腸栄養症例数 275 442 +167 1006 1105 +99

抗菌薬購入量(万円) 2′250 2′ 150 -100
1′ 270 1′070 -200

抗MRSA薬 (万円) 280 230 -50 190 100 -90

平均在院日数 18.91 17.66 -1.25 29.87 29。 19 -0.68

NST活動の効果‐|   .  ■ ‐   、   二_  11■  ^,1111■ .■ょ,●:1111,III.. ′‐.11 .|||`■ 1  11 11`|

東口高志、伊藤彰博:NSTの今後=日本栄養療法推進協議会
発足をふまえて.臨床検査106:700-704、 2005

東口高志 :消化器疾患におけるNST―その重要性と運営のコ%.消
化器の臨床 12(5)、 2009

近森病院にお喝   医療の取組(M



近森病院 (338床 )におけるチーム医療の実践

Ｔ
ユ )急性期医療をサポートするチーム医療
根本治療をサポートする(早く治すための)チーム医療
専門医師、薬剤師、臨床放射線技師、臨床工学技士等によるサポート

↓慕難標蹴
多職種により機械的にその業務が終了するように、業務を切り
分ける視点が大事 8

近森病院における急性期栄養サポートチームの取組み

‐医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、リハスタッフ、臨床検査技師などの多職種が参加。
・医師は、チームリーダーとして病棟毎に部科長の担当医師を配し、看護部は病棟毎にNS丁担当の
栄養看護師を指名。
・NSTにおいて中核的な働きをする、専門性の高い優秀な管理栄養士を多数育成し、病棟に配属。

I)急性回復期をサポートするチーム医療
救命後の回復のための(早く自宅へ帰すための)チーム医療
1)管理栄養士 (13名 ):栄養評価と栄養プランの提案と栄養サポート
2)リハビリスタッフ(PT54名・OT14名・ST3名 ):病棟でのリハビリの実践

m)周辺業務サポートの(医師の
1)MSW(8名 ):転院口在宅へのサポート、社会資源の有効利用etc.
2)医事課 (40名 )企画情報室ヨ診療情報管理室 (17名 ):診療情報管理士 (33名 )

DPCコーディングや書類作製のサポート、電子カルテサポート
3)医療秘喜 (9名 )_:力 Jレテ人の代行入力.カンフアレンスの用責^研究口調杏のサ未

°
‐ト

Ⅳ)卜〒タルケアー(看護の質を上げるため)のチーム医療
感染対策チーム、医療安全チーム、褥療チーム、日のリハビリチーム等

コメディカルが病棟業務に関われるよう、患者に接しない仕事は

:受け持ち看護師が全入院患者を入院時および退院まで1週間毎にスクリーニング
・3kg以上の体重増減、アルプミン3.2g/d′以下等の項目に該当すれば栄養評価の対象者とする

8栄養評価と栄養計画は、病棟に配属された管理栄養士が毎日、病棟業務として行なつている。
・栄養サポーHま栄養プランに基づいて病棟の管理栄養士と担当医師、看護師が日常的に対応し
実行している。

・回転の速いICU、 CCUは週2回、HCUや一般病棟は週1回のカンファレンスやラウンドを行なつて
いる。
日病棟で管理栄養士と医師、看護師が日常的に実行している栄養サポートを、多職種が総合的に
チェックし、適切な栄養管理になるよう調整している。                  ^



NSTの効果

20世紀の医師 看ヽ護師中心の医療
絶食口末梢輸液・抗生剤の絨毯爆撃

21世紀 高齢社会を通資tチーム医療で人手をかけて
できるだけ腸を使い、輸液↓、ヒ

゜
:林
°
イントの抗生剤

栄養↑→免疫能↑→出 防ぎ、長期入院↓、単価↑
在院日数↓、処理患者数↑+物のコスト↓

li

チ…ム医療で労働生産性を高め、相対的に人的コストの削減
+物的コストの削減+医療の質の向上

マンパワーの充実しだkSTは医療界にl最後にやって来た
大型のチーム医療。病院を大きく変える、病院改革の起
爆剤!!                    Ю

近森病院 (338床 )の NST介入症例数
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1図輝寒における1市炎ありのItr移

15.0%| 珊 押瞭旨毅爵日以上の症例
→卜総医療費150万以上の症例

2008盗再

10.0

5。0

0.0

2006盗再 2007盗再
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呼吸ケアチームの活動



呼吸ケアチームによる人工呼吸器の管理
病棟医

【群価と指導】
口腔ケアの実践

呼吸リハビリテーション

廃用症候群の予防の実践

※在宅へ移行する患者の人工呼吸管理法

諄吸
                 す

看護師、理学療法士等と協働(日 の々人工呼吸器管理やケア)
口腔ケア、呼吸リハビリテーション、機能訓練、体位変換等を実施

呼吸ケアチームによる通回
日々の人工呼吸器管理やケアについて評価・指導

呼吸ケアチーム

医師、研修を受けた看饉師

暉床工学技士、理学療法士(歯科衛生士)

呼吸碁ケ7実施計画書(呼吸器ケアパス)にもとづき、呼吸ケア

期待される効果 ・人工呼吸器関連肺炎の減少、人工呼吸期間短縮、再挿管率の減少等  14

計画に基づく人工呼吸器ケアの効果

●合併症 (気道損傷、人工呼吸器関連肺炎等)の予防
・・・再挿管の場合、人工呼吸期間は12日増
院内死亡率は12%→43%に増加1)

●ICU入院期間の長期化を防止
医療費の抑制効果
挿管期間を短縮化する方法

●過度な早期離脱は、再挿管を含む重大リスクを増大させる
,       (参 考 :再挿管率は約20%)

計画的な管理により、人工呼吸期間が短縮 (1日～7日程度短縮)"
出典
1)EPsteh SKt Chbotant wong JB ELtoffailed αmbadonon● ●●ll●●m● ofmechanid、 電旭datiOIL CheSt H2:18● 192,1997
2)KoucML shapお 鉤 tS,verR d al_A rmdom麟 こcOntrOlled dd OfprotocOl_diFeCted ttsus phFおiandrected weaning ttm m動 籠し 1_datiOn.Ci
Care Med 25:567‐ 574,1997

◆人工呼吸器のウィニングと離脱の判断
計画に基づく人工呼吸器からの離脱           、
→人工呼吸のウイニング時間が平均584±673分→70± 42分へ短縮
再挿管率8%→5。3%へ減少、死亡退院16%→11%へ減少

出典 濱本実也,自発呼吸トライアル(SBT)に よる人ェ呼吸器からの離脱,看護技術、vol.45(1)2009.



呼吸ケアチニムによる具体的なケア(例 )
◆安全管理
適切な鎮静0鎮痛管理を行い、

せん妄予防による人工呼吸器装着期間長期化の防止
臨床工学技士による人工呼吸器の点検
◆口腔ケアの実践と指導
デンタルプラークの付着や口腔細菌の増殖を防ぎ、
誤鳴性肺炎など感染症を予防

早期離床・運動療法による心身の機能低下の防止

人工呼吸器関連肺炎の予防には早期の人工呼吸器離脱が重要であり、その適切な
プロトコール作成と呼吸ケアの実践に関し、専門性が高く知識が豊富な専門看護師薔

認定看護師が関与している。                    16

◆廃用症候群の予防

聖路加国際病院における呼吸ケアチームの活動

聖路加病院の特色 :

O急性期病院であり、集中治療を経過した呼吸器装着患者を二般病棟で診ている。
ONPPV※ 1導入により在宅復帰に移行する患者が多い。

一般病棟における呼吸器
管理の重要性

対象患者 :

一般病棟に入院する人工呼吸器装着患
者 (着脱患者も含む)、 排痰困難等によ
リコンサルテーションされた患者
活動内容 :

1.回診 :週 1回、呼吸ケアナース、医
師、臨床工学技士が参加。
・呼吸器設定の確認

ili僣
『‖:[I:ili[:::li:〕 [::Weaning
・痰の状態、加湿、吸引等について、
病棟看護師にフィードバック
2.個々の活動
・呼吸ケアナース:主に集中治療部門
に所属し、病棟における呼吸器装着
患者のケア
・臨床工学技士 :1日 2回、呼吸器装着
患者のラウンド.準夜勤務による、夜
間のみ呼吸器を装着する患者の装着
状況確認。

ビヽリテーショこ
こおけるリハビ 治療室等

器の中央

共同での一般病

※lNPPVリト侵襲的陽圧換気
※2呼吸ケアナース 聖路加病院では: 日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、
日本麻酔科学会)合同呼吸療法認定士の資格を持つ看護師を指す
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新型インフルエンザ対策について

第 1 新型インフルエンザ対策について             ,
現在流行 している新型インフルエンザは、感染したほとんどの方は

比較的軽症のまま数日で回復するが、糖尿病や喘息等の基礎疾患を有
する者や妊婦等で重症化するおそれがある。また、多くの人が免疫を

持たないため、季節性インフルエンザより流行規模は大きく、感染者
数も多くなると考えられている。
このような特徴を踏まえ、基礎疾患を有する等の重症化 しやすい者
を守 り、死亡者や重症者の発生をできるだけ抑制することを新型イン

フルエンザ対策の基本的考え方としている (参考資料 P3～ 8)。

第 2 現状と課題
1 国内における新型インフルエンザの発生事例としては、本年 5月
16日 に兵庫県神戸市において国内最初の新型インフルエンザ患者の
発生が確認され、7月 28日 昼までに、47都道府県で計 5,038名 の新
型インフルエンザ患者が判明した。7月 24日 よリサーベイランス体
制に移行 し、10月 26日 から 11月 1日 の 1週間の定点あた りの報告
数は 33,28と なつている (参考資料 P9～ 11)。

2 大規模な流行に対応するための医療体制として、重症患者数の増
加に対応できる病床等の確保、重症

.患

者の救命を最優先とする診療

体制の充実、基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化等の対策

が行われている (参考資料 P7,8)。

3 病床確保については、感染症指定医療機関以外においても重症患
者の入院を受入れることとし、都道府県等は重症患者のための病床

を確保することとされている (参考資料 P7)。

4 医療機関等の体制整備のための施設整備費や個人用防護服等につ
いては補助金による整備事業が実施されている (参考資料 2)。



第 3 現行の診療報酬上の評価及び対応の概要
1 新型インフルエンザの国内発生に伴い、診療報酬上の対応として
二類感染症に係る診療報酬の加算の算定を認めている。

2 また、入院患者の一時的な急増や職員が新型インフルエンザに罹
患することによる看護職員の一時的な欠員などにより、入院基本料

の施設基準を満たせなくなるおそれがあることから、一定の条件下

で新型インフルエンザ患者を入院患者数から控除する等の緩和措置

を認めた。

3 さらに、都道府県等よリインフルエンザ患者の診療を行っている
診療所に対 して、診療時間の延長や夜間の外来を輪番制で行うこと

を求めるなどの依頼がなされていることから、依頼を受けた医療機

関がインフルエンザ患者に係る時間外の外来診療を診療応需の態勢

で行つている場合にも時間外加算の算定を認めた。

第 4 論点
1 入院患者の増加により、病床数が不足して現在想定 している病床
以外の病床を利用する場合、診療報酬上の評価についてどう考える

か (参考資料 P5～ 8)。

2 新型インフルエンザ対策において、その他診療報酬上の評価が必
要な事項についてどう考えるか (参考資料 P6,7)。

A210 難病等特別入院診療加算 (1日 につき)
2 二類感染症患者入院診療加算 250点
A220T2 二類感染症患者療養環境特別加算 (1日 につき)300点

【算定件数】各年 6月 審査分

平成 19年 平成 20年

実施件数 算定回数 実施件数 算定回数

難病等特別入院診療加算 (二類感染症患者 ) 47 755

二類感染症患者療養環境特別加算 平成 20年度新設 750 6,959



肝炎対策について

第1 新しい肝炎総合対策について
平成 20年度よりB型及び C型肝炎のインターフェロン治療に対す
る医療費助成が開始され、従前より行われていた肝炎ウイルス検査、
医療体制の整備、普及啓発、研究の推進と合わせて新 しい肝炎総合対

策が実施されている (参考資料 P13)。

第 2 現状と課題
1 我が国における肝炎の患者数は、B型が約 10万人(C型が 50万
人、キャリア (持続感染者)は B型が約 100～ 130万 人、 C型が 150
～190万人と推計されている (参考資料 P14)。

2 C型 肝炎の治療法については、ペグインターフェロンとリバビリ     |
ンの併用療法が行われるようになり、治療成績が向上しているが、

様々な副作用に留意 して治療を行う必要がある (参考資料 P15～ 17)。     |

3 平成 20年度からB型及び C型肝炎のインターフェロン治療に対す
る医療費助成が開始されたが、治療費助成を利用する者は平成 20年     |
度の実績で約 4万 5千人にとどまっている (参考資料 P18)。

4 インターフェロン治療を断つた患者に対する調査によると、治療
を断った主な理由として多忙や副作用などが挙げられている (参考

資料 P19)。

5 インターフェロン治療の導入については、一般的に専門医療機関
における 2週間程度の入院治療で行われるが、外来における導入や
かかりつけ医との連携による治療を実施 している医療機関もあり、
一定の成果をあげている (参考資料 P20～ 22)。



第 3 現行の診療報酬上の評価の概要
1 平成 20年度診療報酬改定において、肝炎対策の推進のため、B・
0型肝炎患者に対する入院中のインターフェロン等について、薬剤
費を包括している入院料等であっても包括外で算定可能とした。

[算定要件 :包括外で算定できる入院料等 ]

後期高齢者特定入院基本料

A101療養病棟入院基本料
A109有床診療所療養病床入院基本料
A306特殊疾患入院医療管理料
A308回復期リハ ビリテーション病棟入院料
A308-2亜 急性期入院医療管理料
A309特殊疾患療療養病棟入院料
A310緩和ケア病棟入院料
A312精 神療養病棟入院料 ´

A314認 知症疾患治療病棟入院料
A316診 療所老人医療管理料

介護老人保健施設 (短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を

受けているものを含む。)

2 B型 肝炎感染者、 C型肝炎感染症患者について、手術における感
染防止対策について、それ以外の患者以上の技術が必要 となること

による再評価を行つた。

K 手術
通貝i111                        ・

B型肝炎感染者、 C型肝炎感染者、MRSA感 染者に対 して全身麻酔、硬
膜外麻酔脊椎麻酔 を行 う場合所定点数に加算 を行 う。

改定前 平成 20年改定後

100点 1,000点

【算定件数】各年 6月 審査分

平成 19年 平成 20年

手術 感染症患者等に対する加算
実施件数 算定回数 実施件数 算定回数

5,220 5,220 5,907 5,933



第 4 論点
1 長期継続的な治療が必要なインターフェロン治療を受ける肝炎患
者に対 して、専門的医療機関と地域の医療機関の連携によって治療

を受けやすい体制を構築 して治療を行うことについての診療報酬上

の評価についてどう考えるか (参考資料 P15～ 17,22)。

2 肝炎対策の推進の観点から、その他診療報酬上の評価が必要な事
項についてどう考えるか (参考資料 P13～ 15)。



結核医療の確保

第 1結 核医療を取り巻く状況について
1結 核患者数は年々減少傾向にあるが、未だ年間 2万 4千人以上の患者
の発生がある。日本の結核罹患率は OECD諸国と比較すると未だ高い水
準にあり、引き続き、結核医療の充実を図る必要がある。(参考資料 P24)

2結 核患者の新規罹患患者の約半数 (49%)が 70歳 以上である一方、約
1/4が 40歳以下である。結核患者には路上生活者や外国人労働者も多
く、退院を困難とする要因となっている。(参考資料 P25,26)

3薬 剤感受性結果が判明した患者について、薬剤耐性菌が 12.7%を 占め
る。結核入院患者のうち、入院時に何らかの合併症を有する患者が約

33%見られ、また治療中に薬剤性肝障害等を合併する患者も一定程度見

られる。(参考資料 P27-29)

4感 染症対策の中での結核の総合的な対策の必要性から、平成 18年 に
は結核予防法が廃上され、改正感染症法において二類感染症に位置づ

けられた。また、それに合わせ、平成 19年には結核医療の基準が新たに
整備された。(参考資料 P30)

第2現 状と課題
1 結核の療養においては、二類感染症である特性を踏まえ、十分な期間
の入院加療が行われるべきであり、平成 19年 には「結核医療の基準」に
おいて、入院に関する基準、退院に関する基準が定められた。(参考資料

P31-33)

2結 核患者の減少に伴い、必要とされる病床数も減少傾向にある一方、
空気感染をするという結核の特性から、結核患者が発症した際に入院さ

せる病床の確保は必要である。(参考資料 P34-40)



第3現 行の診療報酬上の評価の概要
1結核病棟入院基本料として、看護配置に応じた評価を行つている。また、
13対 1入院基本料において、平均在院日数要件の緩和を行うとともに、
他の入院基本料の評価と合わせて10対 1入院基本料の評価を行つた。

多剤耐性結核に対して陰圧室管理を行つた場合の評価を行つている。

平成20年度診療報酬改定においては、二類感染症及びHIV感染症にか
かる個室での療養環境について評価を行つた。

A102結核病棟入院基本料
210対 1入院基本料

改定前 平成 20年 改定後

11161点 1,192点

313対 1入院基本料

改定前 平成20年 改定後

当該病棟の入院患者の平均在院 日

数が25日 以内であること。

削 除

結核病棟入院基本料届出

平成 19年 平成 20年

医療機 関数 236 225

病棟 数 265 240

病床数 9,220 8,177

結核病棟入院基本料算定状況 (社会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年 平成 20年

結核病棟

入院基本

料

3,520

4,171 65,550 2,174 42,321



A220-1 二類感染症患者療養環境特別加算 (1日 につき) 300点  O

算定状況 (社会医療診療行為別調査 各年 6月 )

A210難 病等特別入院診療加算 1(1日 につき)250点

平成 19年 平成 20年

難病等特別入院診療加

算 (難病患者等)

161,966 112,951

二類感染症患者療養環

境特別加算

第5論 点
1結 核病棟において、結核の特性に基づいた十分な療養を行うための診
療報酬上の評価をどう考えるか。(参考資料 P31-40)

2合 併症への対応の充実、小規模な結核病床へ対応の観点から、一般病
床等への結核病床の併設について、診療報酬上の評価をどう考えるか。

(参考資料 P27-29135,39,40)



参考資料

感染症対策
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I 新型インフルエンザ対策

●感染したほとんどの方は、比較的軽症のまま数日で回復

―治療薬 (タミフル・リレンザ)が有効である

一現在の季節性インフルエンザワクチンは有効ではない

●基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者、妊婦等で重症化
するおそれ
(季節性インフルエンザは高齢者、妊婦等で重症化する傾向)

●多くの人が免疫を持たないため、季節性インフルエンザより
流行規模は大きく、感染者数も多いと予想される。

一季節性インフルエンザよりも伝播力(人に感染させる力)は強い。

3



【特徴】

基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者、妊婦、小児等で重症化のおそれ
(注 :季節性インフルエンザでは高齢者が重症化のおそれ )

【流行の状況】

新型インフルエンザは、本格的な流行期入り

インフルエンザ定点医療機関当たり平      8/24-8/30   8/31-9/60  9/7-9/13   9/14-9/20均報告数    2.52 →  2.62
(上記から推計された全国の受診患者数:  約14万人   約15,     3.21  

→   4.95
テ人   約 18万人    約27万人※ 1

今後、9月～10月 にかけて、流行が急速に拡大していくおそれ
※1国立感染症研究所情報センター発表

―         する者等の重症イヒしやすい者を守り、FEt者や重症者の
発生をできるだけ抑制する

患者数の急激で大規模な増加をできるだけ
抑制し、社会活動の停滞や医療提供体制ヘ

の影響を低減

医療機関の負担を可能な限り減らし、重症
患者に対する適切な医療を確保

患者数の急激で大規模な増加嗜抑制・緩和

発症率

入院率

重症化率

中位設定

20%

1.5%

0。15%

高位設定

30%

2.5%

0.5%

※ 各都道府県において医療体制を確

保するための参考として示す仮定の

流行シナリオであり、実際の流行予測

を行つたものではない。
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以下の対策を組み合わせて、総合的に対策を実施

ゆ 学校、施設等における感染防止対策の徹底、院内感染の防止 等

ゅ
重症化防止を最優先とする医療体制の整備(病床の確保、診療体制の充実等)

ゆ 重症化の防
止を目的に、必要量を確保し、ワクチン接種を順次実施(10月 下旬～)

・9月 中にワクチン確保・接種の具体的方法等について決定することが必要
・国内生産分のみでは必要量を確保できない見込みのため、輸入による対応が不可欠
・輸入のための契約やそのために必要な措置、健康被害が生じた場合の救済措置の検討が急務
口安全性の確保

重症患者、死亡者の把握並びにウイルス性状の変化の探知に重点を置いて実施

ゆ主異i翼犀嬰繁ll認窮電畠籍灘墓饉計
い`うがいの励行、咳エチケ外等)を伝達

6

(1)重症患者数の増加に対応せ る病床等の
:確
保‐ ~

○ 者F道府県における重症患者の発隼数等について検討
(新型インフルエンザの流行シナリオを1示し、:地域‐311の推計方法を提示)
○ 都道府県における医療提供体制について確認:       ｀
(外来医療体制、入院診療医1療機関の.病床数、人工呼吸器保有台熱等)   ・
O上記の状況を比較し、地域の実情に応|じた対策を輔 =        ‐

(2)重症患者の救命を最優歩とする診| 制の充実
○ 外来医療の確保
(電話相談事業の拡充、住民への啓発ti診療時間延長など診療所との連携)

○ 入院医療の確保        ・

壇   量蒼
○ 医療機関、医療従事者等への情報提供|

論
齢守φ
蓄章
の熱御瞥

(3)基礎疾患を有する者等1の感染防止対策の強化
○ 院内感染対策の徹底(医療従事者向けガィ|ドライ‐

“

作1成)
○ 基礎疾患を有する者等を対象とした手引きの作成



①医療機関に新型インフルエンザの院内感染対策に関する情報提供
※全ての医療機関に推奨する感染対策について、ホームページ上で公開、都道府県へ通達

<外来部門>
1.全ての医療従事者が標準予防策に加えて飛沫予防策を実施する
2.発熱患者とその他の患者の動線を分ける
3.ハイリスク者へは長期処方をすることによりその受診を回避する
4.ファクシミリ等による処方せんの送付について検討する

<入院部門>
¬.発熱患者とその他の患者の病床エリアを分ける
2.ハイリスク者の診療を担当する医療従事者はサージカルマスクを着用する
3.ハイリスク者の待機的入院を控える
4.ハイリスク者が入院する病棟への不要不急の見舞いを制限する

②医療機関に対する施設整備や物資の補助

B一般の外来部門とは分離した感染症専門の外来部門施設の設置
ロパーティション設置による空間的分離
・個人防護具の設備整備

下́の3っ‐のサ下ベイランスの中:で、特:に(1)のサーベイランス・
に重点を置いて実1施。                 ・

(1).翼症化‐凛びウイルス性状変化の監視のためのサ‐ベィランス
|(ウイ:ルス・サーベイランス:(約500定点)及び入院サ■ベイラン

(2).地域における全体的な発生動向の把:握のたIめのサーベイラン
ス(インフルエンザ・サーベイランス(約5,000定1点 ).)

(3)1感染拡大防止につなげる.集国発:生の把握(タラスターサーベイ
|ランス)

ス綸 医療機関..))

県ij;斯癬躍蟹臨 輛て=澤
彗σ)引ヨ犠彗11(ド[|"レ雑

‖に移行。
‐
      ,



患
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600

数

400

新型インフルエンザ発生状況の推移

厚生労働省 新型インフルエンザ入院サーベイランスによる週あたりの報告数
厚生労働省 感染症発生動向調査インフルエンザ定点医療機関における週あたりの外来患者報告数
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■■入院患者数

‐■基礎疾患等あ

― 定点当たり報告数※※

■ 74 ■A[巨

自治体
41週 42週 43週 44週
10/5-10/11 10/12-10/18 10/19-10/2〔 10/26-11/1

12.9` 17.0〔 24.01

北海道 38.9( 57.9` 61.4 49.0〔

青森県 4.6: 11.9Z 24.81 37.4(

着手県 5.5` 12.21 29。 1・ 34.31

富城県 7.7“ 9.2` 19。91

“

.8`

秋田県 10.4〔 19,2` 32.11 53.51

山形員 1.OC 3.1( 10.81 20.6`

福島県 3.7( 5。9( 15。71 27.5Z

茨城県 9.34 13.2( 19.31 20.01

栃木県 5.9Z 8.3( 14.21 20K)(

群属県 6.41 11.2( 18.71 27.3:

埼玉県 16.8嘔 22.95 23.2 39。31

千葉県 15.7C 16.6Z 23.11 30.1

東京都 18,9〔 22.2( 25,2 28.0(

神奈川県 21.6〔 25.11 29,3( 38.31

断鶏県 4.5コ 6.9( 22.6( 39.21

富山県 5。 3こ 12.OZ 23.2(

右lll県 4.3( 12.9` 33.11

福井県 2.5C 6.01 14.Ol 2“ 1

山梨県 3.6C 40〔 10.7( 21.11

長野県 2.OG 3.91 11.21 18.01

崚阜県 74こ 1lЮl 20劇 28メト1

静岡県 5.3G 9.11 13.31 17.1`

愛知県 23.5Z 31.71 39メ

"
54/レ

自治体
41週 42週 43週 44週
10/5-10/11 0/12-10/1( 10/19-10/2〔 10/26-11/1

三二黒 11.01 17.41 20,91 40.1`

滋賀県 9.7( 10,α 29.1( 44.4:

京都府 9.81 15.2 22.41 34.11

大阪府 10.9( 23.21 27.3( 34.71

兵庫黒 10.5Z 22.Ol 33.51 4241

奈良県 9.01 10.91 17.3( 22.31

和歌山黒 5.3〔 941 14.11 21.91

鳥取県 2.2〔 2.2` 0.1` 12.91

島根県 1,7( 5。2`

岡山県 3.2“ 20.2`

広島県 5.4( 15.01 24:91

山口県 2.0( 2.51 7.31 18.5`

億島県 3.21 6.01 8.31 13.9

書川県 4.5〔 9。91 24.31 34.71

愛媛県 2.0( 2.11 10.31 24.91

高知県 4.7〔 7.3・ 26.0`

福岡県 23.4 29.0〔 37.31 45.0`

佐賀県 8.2( 12.Ol 22.7: 31.71

長崎県 9.9〔 11.91 15.41 23.31

熊本県 6.4` 9.71 15,44 21.91

大分県 7.31 10.9・ 18.91 30.3(

宮崎県 7.5( 10。 11 22.1コ 3341

鹿児島県 3.1` 4.51 15。31

沖縄県 19.44 2201 24.91 29.51



I肝 炎対策

|1     肝炎対策の推進     ‖
【施策の方向性】
○ 肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。
○ 検査口治療口普及・研究をよリー層総合的に推進する。
○ 検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に実施していく。

プ.′″ギを露ガ勝の提進のためα刑麗僣
Oインターフエロン治療に関する医療費の助成の実施
2″発ウイルス慶査の燿着
0保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施

a勘麗躍りん塑安多 重電,″
"陶
鶴勘出の″ 。肝硬壺′メリ%″者への筋

0診療体制の整備の拡充
0肝硬変「肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施
イ.目
=た
ガする西ιιつル 書慶と日″

0職 場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及
a″男の経
O肝 炎研究7カ年戦略の推進
O肝 疾患の治療等に関する開発口薬事承認・保険適用等の推進



B型肝炎ウイルス患者・感染者
(約110～ 140万人)

C型肝炎ウイルス患者・感染者
(約200～ 240万人)

※肝炎患者    約7万人
肝硬変・肝がん 約3万人

※肝炎患者   約40万人
肝硬変・肝力%約 10万人

C型慢性肝炎治療の進歩

投与方法の工夫

新薬の開発

他剤との併用

インターフエロンの長期投与
(2002年 2月から)

インターフエロンの自己注射
(2005年 4月から)

ペグインターフェロン
(2003年 12月から)

コンセンサスインターフェロン
(2001年 12月から)

∫

■

∫

■

ｒ
ｌ

従来型:FN

PEC‐:FN +

+り ′`ビリン
(2001年 12月から)

り′ヽビリン

(2004年 12月から)



インターフェロン治療について

【インターフェロンとは】

免疫系・炎症の調節等の働きを持つ薬剤

【インターフェロンの治療効果】

B型肝炎の場合      約3割
C型肝炎の場合 約5割～9割

※治療効果は遺伝子型やウイルス量などによつて異なる

【副作用】

インフルエンザ様症状 (発熱、頭痛、筋肉痛など)

白血球・好中球減少、血小板減少、不眠や抑うつ

投与部位の紅斑・痛み、脱毛、めまいなど

16

治療開始区分別にみた有害事象(治療中止例)の出現状況



平成20年度肝炎インタ…フェロン医療費助成
に係る治凛受綸者証の変付実績

インターフェロン治療を断つた理由

Q.インターフェロン治療を断った方(130人 )のうち、
その理由の中で最も当てはまると思うものについて。

(有効回答数(N=97)、 頻度の高い順に列記)

1.忙しく、入院や通院ができない  34人 (35%)
2.副作用が心配
3.高齢だから
4.自覚症状が無く、必要ない
5.お金がかかるから

27人 (28%)
8A ( 896)

6A ( 696)
5人 ( 5%)

※2008年 10月 10日 から12月 8日 までの期
間、28の 医療機関(27国立病院機構病
院および国立国際 医療センター)で実
施したインターフェロン(IFN)治療に関
する患者アンケート集計結果 (N=895)

(参考)インターフェロン治療を医師に勧められるも治療を断った主な理由の頻度 年齢層別の比較(N=96)

<ポイント>

1.交付件数について
全国分の交付件数 (年間) 44,731件

2.階層区分別の交付件数割合について
曹
‐
己負担限度月額 1万円)   48.30/o “

~

(2)B階層( 同  上  3万円)     33.3%
(3)C階層( 同 上  5万円)     18.4%

49歳 以下 70臓 以上



入院導入と外来導入における薬剤アドヒアランスの比較
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イ労 -7ェロン治薇における
専門■療機関とかかりつけ日の治療遺構

肝疾患に関する専門医療機関

専門的医療の提供
(治療方針の確認・翻作用対応‐肝がんスクリ‐ニング)

く月

'口

>

● ● ● ●

Ⅲ 結核医療の確保

著効率
(svn)

に基づいたイン

(24週～72週 )

―

日常診療
く毎遇>

(内服処方・注射B副作用チェックのための検査等)

かかりつけ医



結核罹患率

0結 核罹患率は全体として減少傾向にある。平成9年には増加が見られ、平成11年には
結核緊急事態宣言が出されたが、その後順調に減少している。
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年齢階級別結核罹患率

5-1 年茨別・ 年齢階級
": 
新春銀錯精 酪者針

区  分 平成 16年 平成 17年 平成 18年 平成
'9年

平成 20年

8 数 29.736(1∞.Ol 20。 3'9(100,0) 25.384(lm Ol 25.3:1(lm ol 2■ 760(lm Ol

0～ 41 62(0.2) 50(  0.1】 35(  0.I) 4'( 0.21 4:( 住2)
5- 91 α 22〔  0.1〕 i3く  0.1) 19(0.1) 23(■ 1)
:0～ 14i 36《 Q 39(0.I】 32(  0.1) 26(01) 3:(Ql〕
15～ 19 302( 1_0) 284( :.Ol 214( 0.8】 201( Oo 191( ■0)

Ю～29畿 2,523く   3.5) 2.303( 3.1) 2,069(7.o 1,924(7.Ol 1,323( 7.4)

10～39歳 2.738( 9.2) 2.677(  9.5) 2.417( 9.: 2.303( 9.1〕 2,:52く  &7)
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平成20年年齢別新登録患者数
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4049歳
1917
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15-1_年 茨瓢 無腱臨時日■諄の新春侵麟糖塵者 費

(

平成:9年 平成20年
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m～54曇 347 C31.0 355 4322)

55～50饉 703 0■ 7) 039(■ 0

T5度菫:

結核患者における外国人の割合



結核病棟入院患者の年齢分布

○ 結核病棟入院患者を患者調査の入院患者の分布と比較すると、20～ 40歳の若年層の患
者の割合が高い。
O高 齢者のピークは80から89歳にあり、年齢層の分布が二峰性となつている。

peakの層がよ

り高齢にある
結核病棟における平
均年齢 :65.56歳

若年層が多くなつている

平成19年度指定研究報告研究課題名:結核医療のDRG/PPS化 に関する調査研究 主任研究者   26
坂谷 光則 (近畿中央胸部疾患センター)報告書

多剤耐性結核の状況

表 4.新登録肺結核薬剤感受性検査結果把握中
耐性率 (%)―療研・サーベイランス結果の比較―

療研
______                  20024F

サーベイ サーベイ
2007盤
=   2003盤

F
全数
IN‖耐性
多剤耐性 (|‖H,RFP)

何らかに耐性
初回治療
!‖H耐性

多剤耐性 (INH・ RFP)

何らかに耐性
再治療
|‖H耐性

多剤耐性 (:‖H,RFP)
何らかに耐性

238
007

8.2

18.9
9・ 8

.22.8

6.2

1.2

15。 0

532

0.6

13.3

16.8

7.2
2805

4。 9

101

12。 7

4。 2

0.7

12.1

12.3

5.1

18.2
注 :全数 :治療凛↑明を含む。薇宙 :結犠療法研究協議会.
耐性の判断 :サーベイでは耐性か否か。薇翻では磁性基準による
(:NHOag/m蹴性)。



結核入院患者の合併症

O入 院時に何らかの合併症を有している割合は33%であつた。合併している合併症では、
糖尿病、肝疾患、悪性腫瘍、脳血管疾患が多く見られた。
O入 院中に肺炎、脳卒中等の合併症が発生する例も見られた。

入院中の合併症発症率(n裁29)

0.0%       5.096      10.0%

平成19年度指定研究報告研
15.沸課題名:結核医療のDRG/
PPS化に関する調査研究 主
任研究者 坂谷 光則 (近
畿中央胸部疾患センター)報
告書

{N=229)

薬剤性肝障害

`薬疹

末精神経障害

その他合併症

免疲抑制薬 合併症の内訳
服用中′3

Ｖ

　

，
１

Ｉ
染
Ｈ
感

騰,1心膜炎,lL/食 道癌,1

1都道府県内に合併症対応可能な医療機関がない都道府県数

その他合併症の内訳

中毒性視

神経炎,1

帯状疱疹,1

腎不全,1

神経因性膀

■全種病床 {結核病床、感染症病床、モデル病床}陰圧室

□結核病床陰圧室あり

【吉山崇;結核病床の今後のあり方に関する研究.    29
平成20年度厚生労働科学研究「結核菌に関する研究」報告書】

心カテ治療

,肖化暑湯

整形外科

心臓

脳外科

人工呼吸

透析

1510 2520

入院時の合併症の有無
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兵庫県須磨浦にわが国脚 の結核療養所設立
結核予防に関する内務省令公布
旧結核予防法公布
国立結核療養所官制公布
鯖 )結核予防会設立
新精核予防法公布(医療費の公費負担等を規定)
結核医療の基準を告示
結核予防法一部改正 (結核検診全国民に拡大)
結核予防法一部改正 (無料結核検診実施}
紺棋予防法一部改正 偲者管理制度磁鳳 命令入所
制度強化)
結榛予防法一部改正 (定期健康診断の実施年静を経
和)
結棲医療の基準を全面改正

結核予防肝 都改正 (Bα聯置を努力義務にI
結核予防法一部改正 (公費負担の見直し)
結核医療の基準 (告示)の‐部改正

"■
を加えた初回短期強化療法の導入
公衆衛生審議会「21世紀に向けての結核対策につい
て(意見)」 公表
結核緊翻 宣言
結核医療の基準(告示)の一部改正
薬剤耐性判定基準の変更
結核緊急対策検討荘報告書「重点的に実施すべき結
核対策について」公表
「結核緊急実態調議報告書」公表
厚生科学審議会感染症分科会結核部会「結核対策の
包括的見直しに関する提言」公表

1響
｀

結核医療の基準 (告示)の‐部改正
結核予防法‐部改正 (BCC直接欄臨 撻診の見直
し,DOSの推進等)(平成17年 4月施御
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律の一部を改正する法律 (平成19年 4月施行)
(諸輛 防法廃止,改正法に統合)
結核医療の基準 (告示)を全面改正
結核医療の基準 (告示)を適用

鵬 督雲ず哺諺器翼里舞適用

■
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49(71)

61 ( ■6)

結核・感染症サーベイランス事業の開始

０７

”

入退院基準と就業制限基準

表8 結核予防対策のあゆみ

懇

薔
想定される事例 入院基準 退院基準

就業制
限基準

ロ

同

低

塗抹 (+)

入院勧告 退院不可

限
る

制
す

塗抹 (― )

培養
又は

PCR(+)

呼吸器等の症状
から入院が必要
と判断される

・咳や痰が持続している例

近い将来に感染
性が高くなると

判断される

・治療中の排菌量が増加した例
・治療中断等により再発した例

上記以外

・無症状で、培養や核酸増幅法
によつて感染を診断された例
・治療が成功して症状が消失し
た例

入院不要

退院可能

塗抹(― )培養 (― )

・病歴や画像所見等から結核と

診断された例
・治療が成功して症状が消失し、
培養陰性になった例

退院させな
ければなら
ない
服
札

無症状病原体保有者

・無症状で、塗抹や培養以外の

検査 (ツベルクリン反応やQFT
等)によつて結核菌の感染を診
断された例



①病原体を保有していないこと又は、
②当該感染症の症状が消失したこと
・咳、発熱、結核菌を含む痰の症状が消失した場合

以下の全てを満たした場合

①2週間以上の標準的化学療法が実施され、席、発熱、痰等の臨床症状が消失して
いる。

②2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なつた日の喀痰の塗沫検査又は培
養検査の結果が連続して3回陰性である。
③患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の
_J継続及び他者への感染の防止が可能

…

認でき工Llる。_     __
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いにつ
いて」(健感初第0907∞ 1号 平成19年9月 7日 )

〆
´
「
‐

l

i

ヽ
ヽ

暉“中―"‐――‐‐‐‐‐―――――――ロロ‐口‐‐―‐‐――‐‐―‐‐‐―‐“‐口"‐‐"‐‐‐r‐
――"――中口‐““"‐―‐‐‐―‐

、塗抹検査
t

―  検 体 (喀痰 )の質 に よ り結 果 が 左 右 され る       
′
                   :

:

- 3日連続で陽性、または3日連続で陰性となることは少なく、2回陰性、1回陽性などのパターンが多い  :
―
・
1日 目陰性、2日 目陰性、3日 目陽性では退院不可

― これを繰り返すと検痰の回数過多として査定の対象となる
― 施設にもよるが週に1回ないし2週に1回程度のスケジユールが一般的               i

ごヽ__"堕只2肇埜墜岬 壺ゑ可能性は発病当時の排菌量の多少によ2大き≦左右される__口__‐‐‐“"‐
ノ́32

結核医療の基準に規定される標準化学療法

結核の治療は′化学療法によることを原則とし′化学療法のみによっては治療の目的を十分に
達することができない場合には′外科的療法文は装具療法の実施を検討する。

○標準治療 A法

リフアンピシン{RFP)

イソニアジド(INH}
エタンブトール(EB)or
ストレプトマイシン(SM)

ピラジナミド{PZA)
間歌療法可

○標準治療 B法 80才以上、慢性肝炎、肝硬変

RFP

INH

E8orSM

RFP、 INHともに感 受性 の場 合 、2か月で EB orSMは 中止



結核病床数(人口10万対)と結核病床における1日平均患者数

01日 平均患者数の減少とともに、病床数も減少傾向にある。

昭和62 平成2年 11          14         16         17         18         19   34

平成19年医療施設 (動態)調査・病院報告の概況 (平成20年 12月 )

１
日
平
均
患
者
数
（
人
）

・
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・０

病床種類別病床利用率の推移

○ 平成16年以降、病床利用率は低下傾向が見られており、平成19年度において、37.
1%となつている。

平成19年度
結核病床病床利用率 :
37 1%
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70.0
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10.0

0.0

923

794

934

91.7

79.4

91■

780

907

2.2

― 精神病床

―

「

感染症病床

― 結核病床

→←療養病床

― 一般病床

25 2.6 2.2

14                16                17                18                19

平成19年医療施設(動態)調査・病院報告の概況 (平成20年 12月 )35



○ 平均在院日数は短縮傾向にあり、平成19年現在70.0日となつている。
O精 神病床、療養病床と比較すると短いが、一般病床、感染症病床と比較すると長くなつて
いる。

450.0

400.0

350.0

300.0

2500
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150:0

100.0
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00
瀾

病床種類別平均在院日数の推移

― 精神病床

→卜感染症病床

― 結核病床

→←療養病床

― 一般病床

■4               16               17               18               19

平成19年医療施設 (動態)調査・病院報告の概況
.(平
成20年 12月 )36

結核入院患者の平均在院日数

○ 結核病棟における平均在院日数は63.1日であつた。
○ 死亡退院は14.4%であつた。

35
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ござt威年重定戚報」l夏』[名乱Jごごごごごピごご療のDRG/PPS化に関する調査研究 主任研究者
坂谷 光則 (近畿中央胸部疾患センター)報告書(N229)                       37

平均 :63.1日



国民医療費・結核医療費の年次推移

1′000′000

100し000

10′000

1′000

1∞

10

国民医療費
34兆1千億円

ち765

ち036

∫
一♂ √♂∫♂〆∫√

出典 :厚生労働省統計情報部

― 国民医療費

― 結核医療費計

― 結核医療費 (入院)

→←結核医療費 (外来)

― 割合

38

平成19年度国民医療費

国民医療費に占める結核医
療費の割合
0.11%

´
医療法に定める主な構造設備の基準及び人員の標準

区  分 一般病床 結核病床
参考

(感染症病床)

定  義 精神病床、感染症病床、結核病床、
療養病床以外の病床

結核の患者を入院させるための
病床

感染症法に規定する一類感染
症、二類感染症及び新感凛症
の患者を入院させるための病床

人員配置標準

医師    16:1
看護職員   3:1
薬剤師   70:1

医師    16:1
看護職員  、4:1
薬剤師   70:1

医師    16:1
看護職員  3:1
薬剤師  フ0:1

必置施設

・各科専門の診察室
。手術室

・臨床検査施設
,X線装置
。調剤所  等

一般病床の必置施設に加え、

・機械換気設備

・感染予防のためのしゃ断
・消毒施設

一般病床の必置施設に加え、

・機械換気設備

・感染予防のためのしゃ断

・消毒施設

病床面積
6.4nf/床 以上

(既設 :4.3耐 /床以上)

6.4ぽ/床 以上

(既設:43耐/床以上)

6.4耐 /床 以上

(既設:4.3nf/床以上)



結核病棟入院基本料(一般病棟入院基本料との比較)

一般病棟入院基本料

看護配置 平均在院日数 点数 算定件数 (件 )

7対 1 後,日教樹1
一６０

．

２

一
19日以内 1,555去黒 247850

10対 1 180 21日以内 1,300メ黒 458761

13対 1 5101 24日以内 1,092点 74292

lR引}1 薇査

^占
,1174 _■0日_以内 _ ■54点 97532

18対 1
＼

20劇}1

'1:3点

/ 、

※ 結核病棟入院基本料13対 1入院基本料算定患者は退院基準に基づき退院させることが
できることが確定した日以降は特別入院基本料550点を算定する。           40

算定件数 :平成20年社会医療診療行為別調査 (6月 審査分)



平成21年度新型インフルエンザ医療体制整備関連予算について
1.保健衛生施設等施設・設備整備費補助金

参 考 資 料 2

21. 11. 13

施 設 補 助 内 容 補助率 補助先
平成 21年度
予算額

奢斤雷彗インフルエン
感染症
ゲ医療体制整備に係る
指機関等内示済額

保
健
衛
生
施
設
等

施
設
整
備
費
補
助
金

感染症指定医療機関
感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のた
めに必要な経費

1/2

直接補助 :都道府県
間接補助 :都道府県
(市町村、医療機
関 )

735百万円
の内数

75百万円
新型インフルエンザ 新型インフルエンザ患者入院医療機関の新設、

増設又は改築のために必要な経費

感染症外来協力医療機関
感染症外来協力医療機関の新設、増設又は改築
のために必要な経費

保
健
衛
生
施
設
等

設
備
整
備
費
補
助
金

感染症指定医療機関
・初度設備費 (基準額 :130,000円 )
・簡易陰圧装置 (基準額 :4,200,000円 )

1/2
直接補助 :都道府県
間接補助 :都道府県
(市町村、医療機
関 )

1,700百万円
の内数

20百万円

20百万円の内訳
・簡易陰圧装置
23台  19百万円
・初度設備費
0.5百万円

※人工呼吸器及び
個人防護具につい
ては、20年度予算
からの繰越分
1,851百万円に対
し、1,010百 万円
を別途内示済み。

新型インフルエンザ
患者入院医療機関

人工呼吸器 (基準額 :2,160,000円 )

感染症外来協力医療機関

○ 上表のうち下線を引いたものについては、平成 21年度 8月 2フ 日付け事務連絡「保健衛施設等施設・設備整備補助金の改正 (予定)について」により補助対象とする
旨周知済み。正式な要綱の発出については、都道府県あて 9月 25日 までに行う予定。

○ 予算については、執行残額 7億円 (保健衛生施設等施設整備費補助金 2億円、保健衛生施設等設備整備費補助金 5億円)で対応する。



2薪
至〒3リガ空テ李罫案撃聖宰協議会設置、診療従事者訓練・研修、
(補助率)1/2
(補助先)直接補助 :都道府県

3.新型インフルエンザ対策事業 (本省費 )

5璽磐霞葛深騎詈重備できるよう医療従事者を対象とする研修

情報共有のための説明会開催 ) 39百万円

3百万円
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地方厚 生 (支 )局医療指導課長
都 道 府 県 民 生 主 管 部 (局 )

国 民 健 康 保 険 主 管 課 (部 )長
都道府 県後期高齢者医療主管部 (局 )

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 (部 )長

厚 生 労働 省 保 険 局 医 療 課 長

新型インフルエンザの流行に伴 う診療報酬上の臨時的な取扱いについて

現在 、新型 イ ンフルエ ンザ (A/HlNl)の 流行 に備 え、都道府 県等 におい

て重 症化 した患者 の入院医療機 関の受 入体制 の検討 を行 つてい る ところで あ る

が、新型 イ ンフル エ ンザ患者 を受 け入れ る保険医療機関においては、入院患者 の

一時的な急増や職員が新型イ ンフルエ ンザに罹患す ることによる看護職員 の一時

的な欠員 な どによ り、地方厚 生 (支 )局 に届 け出ている入院基本料 の施設基準 を
満 たせ な くな るおそれがある。

今般 、新型 イ ンフルエ ンザ患者 を受 け入れた保険医療機 関の診療報酬上の評価

を適切 に行 う観点か ら、当該保険医療機 関の入院基本料に係 る施設基準 について、

臨時的な対応 として下記の とお り取 り扱 うこととしたので、その取扱 いに遺漏 の

ない よ う、貴管下の保険医療機 関に対 し周知徹底 を図 られたい。

なお 、下記 にお ける「新型 イ ンフルエ ンザ患者」とは、新型イ ンフルエ ンザ (A
/HlNl)と 診 断 された患者及び新型イ ンフルエンザ との確 定診断には至 らな

いがイ ンフル エ ンザ と診断 され た患者 の こ とをい うもの とし、「流行期」 とは、

国立感 染症研 究所感染症情報 セ ンターの 「警報 。注意報発生システム」によ り、

イ ン フルエ ンザの注意報 が発せ られ て いる 日の属す る月の ことをい うもので あ

り、都道府 県単位 で判断す るもの とす るが、当該都道府 県管内保健所の 1箇所 で
も注意 報が発せ られている場合 には、当該都道府県は流行期にあるもの とす る。

また、下記 の取扱 いは、新型 インフルエ ンザ患者 を受 け入れた保 険医療機関の

診療 報酬上の評価 を適切に行 う観点か ら行 うものであって、看護 要員の労働時間

が適切 である ことが求め られ る ことは当然の ことであ り、例えば、非常勤職員 を

新た に採用す るな ど、看護要員 の過重労働の防止に配慮すべきであることを申 し

添え る。



記

1 「基本診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(平成 20年 3月 5日 保 医発第 0305002号。以下 「基本診療料の施設基準等通
知」 とい う。)別添 2の 第 2の 4(1)の 規定にかかわ らず、臨時的な対応 と
して別途通知す るまでの間、流行期 (※ 注)に おいて新型インフルエンザ患者
の入院診療 を行 つた保険医療機関においては、入院 していた新型インフルエン

ザ患者は入院患者の数か ら除 くことができるものとする。ただ し、入院患者数

か ら除 くことのできる新型インフルエンザ患者の数は、当該保険医療機関の平

均入院患者数 (基準月 (新型インフルエンザ患者を入院患者数か ら除いて計算

しようとす る月の前月をい う。)か ら起算 して過去 1年 間の平均入院患者数 と
す る。)を超 えて入院 した新型インフルエンザ患者の数に限るものとする。
(※ 注 )「 流行期」 とは、国立感染症研究所感染症情報センターの 「警報 。注

意報発生 システム」により、イ ンフルエンザの注意報が発せ られてい

る 日の属す る月の ことをい うものであ り、都道府県単位で判断す るも

の とす るが、当該都道府県管内保健所 の 1箇 所でも注意報が発せ られ
ている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。

2 基本診療料の施設基準等通知の第 3の 1(1)の 規定にかかわ らず、臨時的
な対応 として別途通知す るまでの間、流行期において新型インフルエンザ患者

の入院診療 を行 った保険医療機関においては、月平均夜勤時間数については、

流行期の間の 2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を行わなくても
よいもの とする。

3 基本診療料の施設基準等通知の第 3の 1(3)及 び (4)の 規定にかかわ ら
ず、臨時的な対応 として別途通知す るまでの間、流行期において新型インフル

エ ンザ患者の入院診療 を行つた保険医療機関においては、 1日 当た り勤務す る

看護師及び准看護師又は看護補助者 (以 下 「看護要員」 とい う)の数、看護要
員の数 と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対す る看護師の比率

については、流行期の間の 2割 以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を
行わなくてもよいもの とす る。

4 上記 1か ら 3の臨時的な取扱いを行 う保険医療機関においては、流行期にお
ける新型インフルエンザの入院患者数について別紙様式を参考 として整理 し、

それ に基づ き基本診療料 の施設基準等通知の別添 7様式 9を 整理 してお くこ
と。

5 国立感染症研 究所感染症情報セ ンターの発表す るインフルエ ンザの注意報
は、以下のHPに おいて毎週更新 され るものであるため、保険医療機関におい
ては留意す ること。

※国立感染症研究所感染症情報センターの「インフルエンザ流行 レベルマ ップ」

https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.htnll



別紙様式

平成 年 月分 新型インフルエンザ入院患者整理表

※本様式の内容を全て含んでいるものであれば、

これ以外の様式による整理でも可である。

A前月から起算して過去一年間の平均入院患者数    (例 )120  人

注1)「前月から起算して過去1年間の平均入院患者数」を超えて入院させた新型インフルエンザの患者については、入院患者数から除外できる。

したがつて、Fの数値を入院患者数として扱うことができる。

注2)「前月から起算して過去1年間の平均入院患者数」とは、例えば、平成21年 9月 に入院した新型インフルエンザ患者数の除外を計算する際には、

平成20年 9月 から平成21年 8月 までの平均入院患者数のことを言う。

注3)例 3のように、入院患者数Bが、Aを超えない場合には、Bをそのまま入院患者数としてカウントすることとなる。

日  付 (例 1) (例 2) (例 3) l 2 26 27 28 29 30 31

B  入院患者数 130 130 110

cAを超
予旨仝露

患者数
10 10

D新鵠 こ堪瑾rザ 5 15

E Cと Dのうち小さい数 5 10

F    B一 E 125 120 110



(参 考 )

○ 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (抜粋)
(平成 20年 3月 5日 保医発第0305002号 )

第 1 基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等については、

「基本診療料の施設基準等」 (平成 20年厚生     |
労働省告示第 62号 )に定めるものの他、下記のとおりとする。
2 入院基本料等の施設基準等は別添 2の とお りとする。                |

第 3 届出受理後の措置等
1 届出を受理 した後において、届出の内容 と異なつた事情が生 じた場合には、保険
医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行 うものであること。また、病床数に

著 しい増減があった場合にはその都度届出を行 う。

ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではなL
(1)平 均在院 日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で 3か月を超えない期
間の 1割以内の一時的な変動。

(2)医 師 と患者の比率については、暦月で 3か月を超えない期間の次に掲げる範
囲の一時的な変動

ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療料の算定要件
とされている場合

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から 1

を減 じた数以上である範囲

イ  「基本診療料の施設基準等」第五の二の (2)、 四の (2)及び六の (3)の場
合

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に 100分の 10を乗 じて得た
´
数から 1を減 じた数以上

(3)1日 当た り勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者 (以下 「看護要員J
という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師 (以

下 1看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で 1か

月を超えない期間の 1割以内の一時的な変動。

(4)医 療法上の許可病床数 (感染症病床を除く。)が 100床未満の病院及び特別
入院基本料を算定する保険医療機関にあつては、 1日 に当たり勤務する看護要

員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の

比率については、暦月で 3か月を超えない期間の 1割以内の一時的な変動。

(5)算 定要件中の該当患者の害J合については、暦月で 3か月を超えない期間の 1
割以内の一時的な変動。



(6)算 定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で 3か月間の一時的な変
動。

(7)算 定要件中の他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の害J合については、
3か月間 (暦月)の平均実績が 6害J未満とならない範囲の一時的な変動。

別添 2

入院基本料等の施設基準等

第 2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとお りとする。
(1)入 院患者の数については、次の点に留意する。
ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母
の入院に伴って入院した健康な新生児又は平L児、人間 ドックなどの保険外診

療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当す

る者 とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。

イ 入院患者の数については、届出時の直近 1年間 (届 出前 1年から6か月の
間に開設又は増床を行つた保険医療機関にあつては、直近 6か月間とする。)
の延入院患者数を延 日数で除 して得た数とし、小数点以下は切 り上げる。
なお、届出前 6か月の間に開設又は増床 した病棟を有する保険医療機関に
係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病

棟の病床数の 80%、 療養病棟にあっては療養病棟の病床数の 90%、 結核病
棟にあっては結核病棟の病床数の 80%、 精神病棟にあっては精神病棟の病
床数の 100%と する。
また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近 1年間の入院患
者数が 0であっても、感染症病床数の 5%を もつて感染症病床に係る入院患
者の数 とすることができる。

ウ 届出前 1年の間に減床を行つた保険医療機関については、減床後の実績が
3か月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延 日数で除 して得た数とす
る。なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数 と
して届出を行 うことができるものとするが、当該入院患者数が、減床後 3か
月の時点での減床後の延入院患者数を延 日数で除して得た数を満たしていな
いことが判明したときは、当該届出は遡つて無効となり、変更の届出を行わ

せること。

工 病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療料の施設基準等」の別表第二
に規定する治療室、病室及び短期滞在手術基本料 1に係る回復室に入院中の
患者については、入院患者の数から除く。



参 考 資 料 4

21. 11. 13

保 医発 091
平 成 21年 9

5第 2号
月 15日

地方厚生 (支 )局 医療指導課長
都 道 府 県 民 生 主 管 部 (局 )

国 民 健 康 保 険 主 管 課 (部 )長

都道府県後期高齢者 医療主管部 (局 )

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 (部 )長

厚 生 労働 省 保 険 局 医 療 課 長

新型イ ンフルエ ンザに係 る保 険医療機関の時間外診療等 について

新型イ ンフルエ ンザに係 る夜間の外来診療体制の確保 については、別添の事務

連絡 にお いて、「夜 間の外来診療体制 につ いては、救急外来 を設置す る医療機 関

だけでな く、例 えば、インフルエ ンザ患者 の診療 を行 っている診療所 に対 して診

療時間の延長や 、夜 間の外来 を輪番制で行 うことを求めるな ど、地域 の診療所等

との連携 を図るこ と。特に、小児患者 の外来診療体制については、地域 の小児科

を有す る病院だけでな く、地域 の小児科診療所等 との連携確保 に努 める」 旨の依

頼 がなされている ところであ り、各地域 においてはこれ を踏まえた対応 がなされ

ているもの と承知 している。

今般、 このよ うな取 り組み を行 つてい る保 険医療機関の初診料及び再診料の時

間外加算等について、臨時的な対応 として別途通知す るまでの間、下記 の とお り

1取 り扱 うこととしたので、その取扱いに遺漏 のないよう、貴管下の保 険医療機 関

等に対 し周知徹底 を図 られたい。

1 都道府県、保健所設置市、特別区か らの依頼を受けインフルエンザ患者に係
る時間外の外来診療 を行つている保険医療機関については、「診療報酬の算定

方法の制定等に伴 う実施上の留意事項について」 (平成 20年 3月 5日 保医発第0

305001号 )別 添 1第 1章第 1部第 1節 A000初 診料の (11)の イの規定を適用
しないものとし、同アにより時間外 とされ る場合であれば、時間外加算を算定

できるもの とす る。

2 上記 1の 取扱 いは、再診料についても同様 とする。

記



都道府県、保健所設置市、特別 区か らの依頼を受けイ
ンフルエンザ患者に係

る時間外 の調剤を行つている保険薬局については、
「診療報酬の算定方法の制

定等 に伴 う実施上の留意事項について」 (平成 20年 3月 5日 保医発第0305001

号)別 添 3区分 01調 剤料の (10)の ウの (口 )の 規定を適用 しないもの とし、同

(イ )に よ り時間外 とされ る場合であれば、時間外加算を算定できるも
のとする。
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【別 添 】

事 務 連 絡

平成 21年 8月 28日

衛生主管部 (局)御 中

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について

平成 21年第 33週の感染症発生動向調査 (8月 21日 公表)によれば、イ
ンフルエンザ定点当たりの報告数が 1.69と なっており、流行開始の目安と
している1.00を 上回りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入つた
と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。

このため、各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、「新型インフル

エンザの流行シナリオ」鯛J添 1)を参考に、下記の手順に従い重症者の発生に
ついて確認の上、入院診療を行う医療機関の病床数等について確認及び報告を

いただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保等、

地域の実情に応じて必要な医療提供体制の確保対策等を講じていただくようお

願いします。

なお、上記シナリオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。

コ
百巳

1.各都道府県においては、自都道府県における新型インフルエンザ患者や重
症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオ」 (別添 1)、

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると

ともに、都道府県内のインフルエンザの流行状況や対策等について医療機関

等への情報提供をお願いします。

2.各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合



に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の (1)～ (4)の状況について、

確認及び報告をお願いします。

(1)外来医療体制の状況 (別添 2-1)

(2)入院診療を行 う医療機関の病床数及び稼働状況 (別添 2-2)

(3)人工呼吸器保有台数、稼働状況 (別添 2-3)

(4)透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送・受入体制の確保状況 (別添 2

-4)

3.各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、新型インフルエンザ患

者数が急速に増加した場合にも対応できる医療提供体制の確保のため、
「新型

インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について」偶J添

3)を参考に、地域の実情を踏まえて必要な対応策について検討をお願いし

ます。_

【照会先】

厚生労働省

新型インフルエンザ対策推進本部事務局

巨三炉雲FJI  FAX 03-3506-7332
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新型インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について

1.イ ン`フルエンザ患者の外来診療の確保対策について

各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、外来診療体制の確保の

ため、次の対策を検討すること。

(1)電話相談体制の拡充
インフルエンザ患者数の急速な増加に備えて、発熱相談センターや小児

救急電話相談事業 (#8000)等 の電話相談体制の拡充 (時間の延長、
電話回線の増設等)を検討すること。

(2)地域住民への呼びかけ
外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外

来受診を控えることや、電話相談窓口を活用することなどについて、地域

住民に対して呼びかけること。

(3)夜間の外来診療に係る地域の診療所等との連携
夜間の外来診療体制については、救急外来を設置する医療機関だけでな

く、例えば、インフルエンザ患者の診療を行つている診療所に対して診療

時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行 うことを求めるなど、地域の診療

所等との連携を図ること。特に、小児患者の外来診療体制については、地

域の小児科を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携確保

に努めること。

(4)医療従事者の確保
インフルエンザ患者数が急速に増加するような場合には、医療従事者を確

保するため、隣県の医療機関に応援を求めることや、必要に応じて、基礎疾

患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

を行 うこと等について検討すること。

・2.イ ンフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保について
各都道府県においては、インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保の

ため、次の対策を検討すること。



【参 考 】

「診療報酬の算定方法の制定等に伴 う実施上の留意事項について」 (抜粋 )

(平成 20年 3月 5日 保医発第0305001号 )

別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項

第 1章 基本診療料

第 1部 初 。再診料

第 1節 初診料

(11)時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を
考慮 して一定の時間以外の時間をもつて時間外 として取 り扱 うこととし、そ

の標準は、概ね午前 8時前 と午後 6時以降 (土曜日の場合は、午前 8時前 と

正午以降)及び休 日加算の対象 となる休 日以外の日を終 日休診日とする保険
医療機関における当該休診 日とする。

ただし、午前中及び午後 6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該

標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以

外の時間をもつて時間外 として取 り扱 うものとする。

イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態 として

診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行つているとき

は、時間外の取扱いとはしない。

ウ 保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する。
工 時間外加算は、保険医療機関の都合 (やむを得ない事情の場合を除く。)
により時間外に診療が開始された場合は算定できない。

オ 時間外加算を算定する場合には、休 日加算、深夜加算、時間外加算の特例
又は夜間 。早朝等加算については、算定しない。

第 2節 再診料

(3)再診料における時間外加算、休 日加算、深夜加算、時間外加算の特例及び

夜間 0早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。



別添 3

調剤報酬点数表に関する事項

区分 01 調剤料

(10)調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、 休 日加算は
100分の140、 深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複 して算定

できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額 (調剤基本料+調剤料)には、基
準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算並びに注 8に係る加算分は含ま

れ、麻薬・向精神薬 」覚せい剤原料 。毒薬加算、自家製剤加算及び計量混

合調剤加算に係る加算分は含まれない。

ウ 時間外加算
(イ )各 都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便
宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもつて時間外 として取り扱

うこととし、その標準は、概ね午前 8時前と午後 6時以降及び休日加

算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当

該休業日とする。

(口 )(イ )により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態と
して調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行つ

ているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ)時 間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側
及び外側のわかりやすい場所に表示する。

(二) 「注 4」 のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保
険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療

の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における

救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ) 「注 4」 のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」
とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除

し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であつて、深夜時間を

除いた時間をいう。


